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反
社
会
的
な
本
質
に
変
化
の
な
い
オ
ウ
ム
真
理
教

１ 

松
本
色
を
前
面
に
出
し
た
教
団
運
営
の
下
、
組
織
拡
大
活
動
を
展
開

一　
教
団
の
危
険
性

  

オ
ウ
ム
真
理
教
（
以
下
「
教
団
」
と
い
う
。）
は
、

麻
原
彰
晃
こ
と
松
本
智
津
夫
被
告
が
確
立
し
た
教
義

に
基
づ
き
、
松
本
サ
リ
ン
事
件
や
地
下
鉄
サ
リ
ン
事

件
を
始
め
と
す
る
数
々
の
凶
悪
な
テ
ロ
を
行
っ
た
団

体
で
す
。
平
成
一
六
年
二
月
、
東
京
地
裁
は
、
松
本

被
告
を
、
一
連
の
テ
ロ
事
件
の
首
謀
者
と
認
定
し
、

同
被
告
に
対
し
て
求
刑
ど
お
り
死
刑
を
言
い
渡
し
ま

し
た
。

  

累
次
に
わ
た
る
警
察
の
捜
査
や
実
態
解
明
に
よ

り
、教
団
は
、依
然
と
し
て
松
本
被
告
の
強
い
影
響
下

に
あ
り
、
組
織
活
動
の
閉
鎖
性
及
び
欺
瞞ま

ん

性
を
維
持

し
て
い
る
な
ど
、
い
ま
だ
国
の
治
安
に
対
す
る
危
険

性
を
具
備
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

て
い
ま
す
。

二　
「
原
点
回
帰
」
の
活
動
が
顕
著

  

教
団
は
、
上
祐
史
浩
最
高
幹
部
が
一
五
年
一
〇
月

こ
ろ
か
ら
「
長
期
修
行
」
入
り
し
て
以
降
、
正
悟
師

に
よ
る
「
合
議
」
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
松
本

被
告
の
権
威
を
前
面
に
出
し
た
一
種
の
開
き
直
り
と

も
み
ら
れ
る
活
動
が
顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
在
家
信
者
を
対
象
と
し
た
集

中
修
行
や
説
法
会
等
で
幹
部
信
者
が
繰
り
返
し
松
本

被
告
へ
の
絶
対
的
帰
依
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
う
か
が
え
ま
す
。

  

指
導
体
制
に
動
揺
が
み
ら
れ
る
中
、
教
団
の
維
持
、

存
続
の
た
め
、
松
本
被
告
の
権
威
を
強
く
打
ち
出
し

た
「
原
点
回
帰
」
の
教
団
運
営
が
、
今
後
、
一
層
強

化
さ
れ
て
い
く
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

三　
組
織
活
動
の
閉
鎖
性
及
び
欺
瞞
性
を
維
持

　

教
団
は
、
依
然
と
し
て
、
信
者
を
教
団
施
設
に
集

団
居
住
さ
せ
、
一
般
社
会
と
融
和
し
な
い
独
自
の
閉

鎖
的
活
動
を
続
け
て
い
る
ほ
か
、
教
団
名
を
秘
匿
し

た
サ
ー
ク
ル
活
動
等
を
通
じ
た
勧
誘
活
動
や
施
設
確

保
を
行
う
な
ど
、
組
織
活
動
の
閉
鎖
性
及
び
欺
瞞
性

を
維
持
し
て
い
ま
す
。

  

こ
う
し
た
中
、
警
視
庁
は
、
無
許
可
で
医
薬
品
を

販
売
し
た
薬
事
法
違
反
事
件
で
、
教
団
幹
部
を
含
む

信
者
等
一
六
人
を
逮
捕
す
る
と
と
も
に
、
ス
テ
ロ
イ

ド
を
含
有
す
る
医
薬
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

含
有
し
て
い
な
い
と
偽
っ
て
販
売
し
た
と
し
て
、
医

地下鉄サリン事件発生時の状況（共同）



2425

薬
品
の
無
許
可
販
売
に
初
め
て
詐
欺
罪
を
適
用
し
、

教
団
西
荻
施
設
責
任
者
等
二
人
を
再
逮
捕
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
じ
く
警
視
庁
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
分
派

グ
ル
ー
プ
が
「
修
行
」
と
称
し
て
信
者
を
集
団
で
暴

行
し
て
死
亡
さ
せ
た
傷
害
致
死
事
件
で
、
グ
ル
ー
プ

代
表
ら
八
人
を
逮
捕
し
ま
し
た
。
こ
の
事
件
の
捜
査

を
通
じ
、
違
法
な
資
金
獲
得
活
動
や
松
本
を
唯
一
の

帰
依
対
象
と
し
て
活
動
し
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。 

四  

ロ
シ
ア
人
信
者
に
対
す
る
指
導
の
強
化

  

教
団
は
、
一
三
年
に
再
び
モ
ス
ク
ワ
市
内
に
拠
点

を
確
保
し
、
ロ
シ
ア
国
内
で
の
組
織
建
て
直
し
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
現
在
の
ロ
シ
ア
人
信
者
は
、
約

三
〇
〇
人
と
み
ら
れ
、
信
者
が
集
団
居
住
し
て
い
る

ア
パ
ー
ト
や
共
同
の
修
行
場
所
と
さ
れ
る
ア
パ
ー
ト

が
数
か
所
把
握
さ
れ
て
い
ま
す
。

一  

特
別
手
配
被
疑
者
追
跡
捜
査
の
推
進

  

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
警
察
庁
指
定
特
別
手
配
被
疑
者

で
あ
る
平
田
信
、
高
橋
克
也
及
び
菊
地
直
子
の
三
人

に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
逃
走
中
で
す
。

　

警
察
は
、
こ
れ
ら
三
人
の
発
見
検
挙
を
最
優
先
の

課
題
と
し
、
広
く
国
民
か
ら
の

協
力
を
得
な
が
ら
、
全
国
警
察

を
挙
げ
た
捜
査
を
鋭
意
推
進
し

て
い
ま
す
。

二  

組
織
的
違
法
行
為
の
厳
正

な
取
締
り
の
推
進

　

警
察
は
、
特
別
手
配
被
疑
者

の
追
跡
捜
査
と
と
も
に
、
教
団

信
者
に
よ
る
組
織
的
違
法
行
為

に
対
す
る
厳
正
な
取
締
り
を
推

進
し
て
い
ま
す
。一
六
年
中
は
、

前
記
医
薬
品
の
無
許
可
販
売
に

係
る
薬
事
法
違
反
事
件
、
オ
ウ

ム
真
理
教
分
派
グ
ル
ー
プ
に
よ

る
傷
害
致
死
事
件
等
六
件
の
事

件
で
三
四
人
を
検
挙
す
る
と
と

も
に
、
九
都
県
延
べ
六
七
か
所

の
教
団
施
設
等
を
捜
索
し
、パ
ソ
コ
ン
、ハ
ー
ド
デ
ィ

ス
ク
等
関
係
資
料
約
二
、七
〇
〇
点
を
押
収
し
ま
し

た
。

三　
信
者
に
よ
る
違
法
事
案
の
未
然
防
止

　

警
察
は
、松
本
被
告
の
第
一
審
判
決
に
際
し
て
は
、

情
報
活
動
の
強
化
と
関
連
施
設
周
辺
に
お
け
る
警
戒

警
備
等
の
諸
対
策
を
推
進
し
た
結
果
、
国
内
外
の
教

団
信
者
に
よ
る
違
法
事
案
の
未
然
防
止
を
図
り
ま
し

た
。

２ 

オ
ウ
ム
真
理
教
に
対

す
る
諸
対
策
の
推
進

オウム真理教関係特別手配被疑者

　

ま
た
、
住
民
の
平
穏
な
生
活
を
守
り
、
公
共
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
、
教
団
施
設
周
辺
に
お
け
る
警

察
官
詰
所
の
設
置
や
パ
ト
ロ
ー
ル
、
検
問
等
の
警
戒

警
備
活
動
、
相
談
へ
の
対
応
等
必
要
に
応
じ
、
各
種

の
警
察
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
警
察
庁
は
、「
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
関

係
省
庁
連
絡
会
議
」（
総
務
省
、
法
務
省
等
七
省
庁

で
構
成
）
に
参
画
し
、
関
係
省
庁
と
の
連
携
を
強
化

し
て
い
ま
す
。




